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會

報

第

一
三
八
琥

日
本
山
岳
會

臨
時
倉
員
絶
含

十
二
月
十
八
日
午
後
二
時
よ
り
洋
構
育

館
に
て
開
催
し
た
ｏ
招
集
状
悛
途
敷

一

千
百
八
十
名
、
出
席
者
二
十
三
名
委
任

出
席
者

一
千
百
六
十
七
名

議
長
　
松
方
會
長
　
書
記
垣
内
幹
事

議
題

一
定
款
改
正
に
開
す
る
．件

新
事
態
に
應
じ
定
款
を
別
項
記
載
の
よ

う
に
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
異
議
な
く

可
決
さ
れ
た

定
款
改
正
の
要
貼

一
、
全
性
を
ひ
ら
か
な
書
に
な
お
し
、

か
な
ず
か
い
を
現
代
式
に
改
め
た

漢
字
も
営
用
漢
字
の
範
日
に
し
た

一
ｂ
事
務
所
所
在
地
を
韓
育
備
に
改
め

た
一
、
新
に
學
生
部
を
設
け
た

一
、
會
費
、
経
身
會
員
の
納
入
金
．
入

會
金
を
状
勢
に
應
じ
適
常
に
調
整
出

来
る
よ
う
に
し
た

一
、
入
含
の
手
績
を
簡
単
に
し
、
除
名

の
項
を
簡
素
に
し
た

一
、
奮
第
十

一
條
を
制
除
し
た

一
．
役
員
国
の
機
構
を
簡
単
に
し
た

一
、
役
員
選
拳
の
場
合
被
選
黎
者
の
資

格
を
そ
れ
ぞ
れ
損
大
し
た

一
、
評
議
員
を
諮
問
機
開
に
し
た

二
役
員
改
選
に
開
す
る
件

定
款
の
改
正
、
日
本
登
山
協
會
こ
の

合
畿
等
の
た
め
役
員
の
改
選
を
提
案
し

て
左
の
通
り
新
役
員
が
選
ば
れ
た

會
長
　
武
田
久
古

理
事
　
石
川
欣

一
、
人
澤
文
明
、
松
方

義
二
郎
．
藤
島
敏
男
、
谷
口
現

古
、
濱
野
正
男

監
事
　
沼
井
鐵
太
郎

常
務
役
員
倉

十
一
月
九
日
午
後
三
時
於
畔
畿
育
館
出

席
者
　
松
方
、
藤
島
、
林
、
国
邊
．
島

田
、
浦
松
、
開
根
、
垣
内
、
今
村
、
谷

日
、
象
本

一
、
會
報
に
開
す
る
件

會
報
は
今
後
會
務
報
告
を
主
と
し
、

紀
行
．
記
録
、
研
究
と
い
ふ
や
う
な
も

の
は
獨
立
し
た
雑
誌
と
し
て
別
途
凌
行

す
る
こ
と
と
し
た

役

員

絶

倉

十
一
月
二
十
一
日
午
後
六
時
於
岸
機
育

舘
出
席
者
　
松
方
、
藤
島
ｂ
浦
松
。
中

屋
．
開
根
．
谷
日
、
今
村
．
垣
内
、
な

本
。
中
司
、
林
、
木
村

議
長
　
松
方
會
長

議
題

一
、
臨
時
令
員
絶
會
議
題
に
開
す
る
件

一
、
役
員
改
選
に
開
す
る
件

右
主
件
を
上
程
可
決
し
た

（内
容
は
含

員
絶
會
決
定
の
通
り
に
つ
き
省
略
す
）

一
、
絶
合
は
十
二
月
二
八
日
午
後
二
時

岸
惜
か
舘
に
於
て
開
催
と
決
定
し
た

新
焦
役
員
送
迎
會

昭
和
二
十
二
年

一
月
二
五
日
正
午
日
比

谷
リ
ツ
ツ
で
開
催

出
席
者
　
武
田
、
松
方
、
藤
島
、
入
澤

谷
日
．
鳥
山
．
今
村
、
林
、
大
洞
、
日

邊
．
沼
井
、
医
本

一
同
簡
素
な
書
貧
を
共
に
し
な
が
ら

懇
談
し
た
が
、
食
後
臨
時
役
員
會
を
開

き
新
入
含
金
そ
の
他
に
つ
い
て
協
議
し

た

月

例

役

員

會

二
月
八
日
正
午
リ
ソ
ツ
で
出
席
者
　
松

方
ｔ
藤
島
、
谷
日
、
入
澤
、
石
敗
、
濱

野
、
決
定
事
項
次
の
通
り

一
．
含
費
に
開
し

通
常
會
費
　
三
十
日

入
會
金
　
　
二
十
日

と
決
定
し
た

一
、
含
費
と
引
か
え
に
會
員
證
を
交
附

す
る
こ
Ｌ

一
、
従
来
通
り
の
會
員
章

（
正
章
〕
を

製
作
し
て
含
員
に
独
布
す
る
こ
と

一
″
各
種
令
務
に
つ
い
て
委
員
會
を
作

り
措
営
者
を
姿
嘱
す
る
こ
と

委
員
會
な
ら
び
に
委
員
長
次
の
通
り

一
、
年
報

（島
田
）

二
、
調
査

（
谷
日
）

三
、
用
具
資
材

濱́
野
）

四
、
山
小
屋
、
田
案
内
、
山
岳
擁
護

（棋
）

五
、
學
生
部

へ
松
方
）

そ
の
他
の
會
務
に
つ
い
て
の
措
営
は

左
の
通
リ

六
、
日
書

（
田
邊
）

七
、
會
計

（
藤
島
）

八
、
會
報
ｂ
組
織

（
松
方
）

一
、
役
員
會
は
毎
月
第
二
木
曜
日
に
開

登
山
講
留
會
報
告

學
生
懇
談
會
係
の
仕
事
と
し
て
十

一

月
五
日
か
ら
十
日
間
交
通
文
化
博
物
館

と
共
同
主
催
で
同
館
で
開
催
し
、
學
生

及
び

一
般
倉
員
約
■
名
参
加
し
た
。
講

師
と
題
目
は
次
の
通
り
で
あ
つ
た
。

西
欧
登
山
史
抄
・　
　
　
林
　
和
夫

日
本
登
山
史
抄
　
　
　
今
村
正
三

各
期
登
山

絶
論
　
　
　
　
　
　
谷
口
現
古

技
術
　
　
　
　
　
　
金
子
信
憚

装
備
　
　
　
　
　
　
藍
田
　
努

露
誉
法
　
　
　
　
酒
井
捷
之
助

危
険

（
一
般
的
）
　

山
時
安
治

危
険

（気
象
、
雲
崩
）
梶
原
　
博

非
常
封
策
　
　
　
　
　
大
洞
陽

一

縫
地
法
登
山
概
説
　
　
開
根
古
耶

登
円
食
糧
　
　
　
　
　
垣
内
政
彦

Ｘ
・

Ｘ

　

Ｘ

支
部
清
息

本
會
新
潟
支
部
は
十
二
月
五
日
結
成

支
部
長
　
藤
島
源
太
郎

支
部
事
務
所
　
新
潟
市
就
町
四
八
八
八

藤
島
　
玄
方

準
會
石
川
支
部
は
一
月
十
七
日
結
成

支
部
長
　
陶
部̈
壮
次
郎

支
部
事
務
所
　
金
洋
市
五
贅
町
九

一
機

野
二
郎
方

開
西
支
部
は
従
来
の
開
西
支
部
を
改
組

し
て
今
年
か
ら
新
し
い
形
の
支
部
と
し

て
再
出
残
し
、
新
た
に
支
部
の
規
則
を

作
り
支
部
役
員
を
選
び
、
二
月
七
日
朝

日
講
堂
で
第
一
日
の
懇
談
會
を
開
い
た

東
京
支
部
は

一
月
以
来
準
備
委
員
が
致

回
相
談
會
を
開
き
、
支
部
の
規
則
と
大

憎
の
今
年
度
の
事
業
計
童
を
決
定
し
、

支
部
の
役
員
も
決
定
し
た
．
第

一
回
の

合
會
は
四
月
十
九
日
午
後
一
時
か
ら
萬

世
橋
の
交
通
丈
化
博
物
館
で
講
演
と
懇

談
と
映
書
の
會
と
銘
を
う
つ
て
開
′、

二
月
か
ら
は
毎
月
支
部
と
し
て
の
国
畿

登
山
を
計
豊
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
毎

月
第

一
木
曜
日
の
夕
方
か
ら
月
例
懇
談

會
を
御
茶
の
水
畿
育
館
で
開
く

『山
』
の
螢
行

．
山
」
は
十
一
月
役
員
會
報
告
の
通
リ

含
報
と
は
別
に
、
奮
會
報
委
員
會
に
よ

つ
て
別
法
薇
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
あ
た
か
も
出
版
界
の
危
機
に

直
薔
し
難
産
を
績
け
て
居
ま
す
。

い
／１
れ
何
と
か
打
開
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
が
會
員
各
位
の
絶
人
の
御
後
援
を
切

望
し
ま
す

く

こ

とＸ

　

Ｘ

　

×

Ｘ
　
　
Ｘ
　
　
×

會
員
章
頒
布

本
脅
會
員
草

（
正
章
）
を
製
作
し
ま
し

た
。
職
災
牛
で
紛
失
さ
れ
た
倉
員
及
び

新
令
員
の
方
々
に
川
布
し
ま
す

触
債
二
十
五
園

（
書
Ｍ
途
料
共
）

右
御
入
用
の
方
は
至
急
御
途
金
下
さ
い

昭
和
十
二
年
二
月
廿
口
印
刷

東
京
都
千
化
１１１
嬌
紳
田
駿
河
亭
ロ
ノ
六

費
行
所
　
日
　
本
　
山
　
岳
　
會

東
寮
都
中
央
＝
田
ヰ
橋
久
松
町
二
〇

印
刷
所
・　
富

士
興
業
株
式
會
祀
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祀
園
法
人
日
本
山
岳
含
定
救

第
一
草
　
絶
　
則

第
一
條
　
本
會
は
日
本
山
岳
會
と
稚
す

る
第
二
條
　
本
會
の
事
務
所
は
東
京
都
千

代
田
匝
畔
田
駿
河
蔓
四
丁
目
六
番
地

に
置
く

第
二
條
　
本
會
は
山
岳
に
開
す
る
研
究

知
識
の
普
及
並
に
健
全
な
登
山
の
指

導
奨
動
一を
な
し
命
員
相
互
の
連
絡
懇

親
を
は
か
る
と
と
も
に
山
岳
及
び
登

山
を
通
じ
て
国
民
の
心
身
鍛
錬
並
に

自
然
愛
謹
精
神
の
高
揚
を
固
る
を
も

つ
て
目
的
と
す
る

第
四
條
　
本
會
は
前
條
の
目
的
を
泣
す

る
た
め
に
左
の
事
業
を
行
う

一
、
機
関
雑
誌

「
山
岳
」
そ
の
他
同

書
の
刊
行

二
、
登
山
の
指
導
奨
動
一に
必
要
な
研

究
管
、
講
習
會
．
展
覧
會
等
の
開

伴
三
、
登
山
施
設
の
改
善
促
進
そ
の
他

登
出
の
た
め
適
切
な
事
業

四
、
日
的
を
同
じ
く
す
る
他
の
国
盤

と
の
連
絡

五
、
そ
の
他
本
會
の
目
的
を
注
す
る

に
必
要
な
る
事
業

第
五
條
　
本
會
は
役
員
絶
會
の
必
要
と

認
め
る
地
方
に
支
部
を
設
け
る
支
部

に
開
す
る
規
定
は
役
員
絶
會
で
定
め

る

第
六
條
　
本
會
は
學
生
部
を
設
け
會
員

で
あ
る
學
枝
登
山
口
特

の
育
成
連
絡

に
あ
た
る

第
二
早
　
會

員

第
七
條
　
本
會
は
通
常
會
員
、
経
身
會

員
及
び
名
番
倉
員
を
も
つ
て
組
織
す

る
一
ｔ
通
常
令
員
は
本
會
の
趣
旨
に
賛

成
し
本
會
の
定
め
た
順
常
會
費
を

納
め
る
も
の
と
す
る

二
、
経
身
會
員
は
前
競
に
準
じ
所
定

の
一
時
金
を
納
め
た
者
と
す
る

三
、
名
春
會
員
は
役
員
絶
會
が
推
店

す
る

第
八
條
　
本
會
の
會
員
と
な
る
希
望
あ

る
も
の
は
含
員
二
名
の
紹
介
を
も
つ

て
入
會
を
申
込
み
理
事
會
の
承
認
を

受
け
る

国
畿
の
代
表
者
の
資
格
で
入
會
す
る

も
の
は
入
會
申
込
の
際
そ
の
旨
を
明

示
す
る

入
會
承
認
の
通
知
が
あ
つ
た
場
合
は

會
費
に
所
定
の
人
令
金
を
添
え
て
排

込
む

但
し
国
機
の
代
表
若
と
し
て
前
代
表

者
に
引
績
き
本
會
の
含
員
と
な
ら
う

と
す
る
と
き
は
入
會
金
を
排
込
む
必

要
が
な
い

第
九
條
　
會
員
が
退
含
を
希
望
す
る
と

き
は
そ
の
旨
書
面
で
本
資
に
届
出
る

第
十
條
　
會
員
は
死
亡
退
會
除
名
又
は

本
倉
の
解
散
に
よ
つ
て
命
員
た
る
賓

絡
を
失
う

閣
惜
の
代
表
者
と
し
て
入
會
し
た
者

は
そ
の
代
表
者
の
費
格
を
失
つ
た
と

き
本
會
會
員
の
資
格
を
失
う

第
十
一
條
　
會
員
で
本
會
の
盤
面
を
汚

し
た
者
は
役
員
総
會
の
決
議
に
よ
つ

て
除
名
す
る

第
二
章
　
役
　
員

第
十
二
條
　
本
會
に
左
の
役
員
を
置
く

〓

會

長

　

一
名

二
、
理
　
事
　
　
十
名
以
内

三
．
評
議
員
　
　
若
干
名

四
．
監
　
事
　
　
二
名
以
内

第
十
三
條
　
含
長
は
倉
員
総
會
で
奮
員

の
中
か
ら
選
撃
す
る

理
事
。
監
事
は
會
員
絡
會
で
入
會
後

浦
二
年
以
上
を
経
過
し
た
會
員
の
中

か
ら
選
基
す
る

評
議
員
は
役
員
組
含
で
適
営
と
認
め

た
會
員
の
中
か
ら
推
基
す
る。

理
事
は
互
選
で
常
務
理
事
を
選
任
す

る
第
十
四
條
　
令
長
の
任
期
は
三
年
と
す

る理
事
、
評
議
員
、
監
事
の
任
期
は
三

年
と
す
る
但
し
重
任
を
妨
げ
な
い

第
十
五
條
　
役
員
は
任
期
満
了
の
後
で

も
後
任
者
が
就
任
す
る
迄
は
そ
の
任

務
を
行
う

役
員
に
快
員
が
出
来
た
場
合
は
前
各

條
に
よ
つ
て
補
充
す
る

補
快
役
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る

前
項
の
場
合
は
補
充
の
必
要
の
な
い

と
き
は
次
の
改
選
期
ま
で
補
充
し
な

い
で
よ
い

第
十
六
條
　
本
會
に
顧
問
若
干
名
を
お

く
こ
と
が
出
来
る

顧
間
は
役
員
総
會
の
決
議
に
よ
り
會

長
が
推
摯
す
る

第
十
七
條
　
會
長
は
本
含
を
代
表
し
會

員
絶
會
の
議
長
と
な
る

但
し
會
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
常
務

理
事
が
代
つ
て
本
含
を
代
表
す
る

理
事
は
會
務
を
掌
理
す
る

常
榜
理
事
は
理
事
含
を
代
表
し
會
の

常
務
を
学
理
す
る

評
議
員
は
重
要
含
務
に
開
し
諮
問
を

受
け
る

監
事
は
會
務
を
監
査
す
る

第
十
八
條
　
役
員
絶
會
は
含
長
、
理
事

監
事
で
組
織
す
る

第
十
九
條
　
役
員
総
會
．
理
事
會
は
そ

れ
ぞ
れ
役
員
の
二
分
の
一
以
上
出
席

し
な
け
れ
ば
議
決
す
る
こ
と
が
出
来

な
い

役
員
絶
會
ｏ
理
事
會
の
議
決
は
出
席

者
の
過
牛
数
を
も
つ
て
決
定
し
可
否

同
数
の
場
合
は
議
長
の
裁
決
に
よ
つ

て
決
定
す
る

但
し
豫
め
書
面
表
決
に
よ
る
こ
と
を

得
る
旨
を
定
め
通
告
し
た
場
合
は
書

面
表
決
を
す
る
こ
と
が
出
来
る

第
四
章
　
會
員
絶
含

第
二
十
條
　
通
常
総
會
は
毎
年

一
回
岡

く
臨
時
絶
含
は
會
長
が
必
要
と
認
め

た
と
き
招
集
す
る

第
二
十

一
條
　
絶
含
の
招
集
は
五
日
以

前
に
含
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
、
日

附
．
場
所
を
示
し
て
す
る
こ
と
を
要

す
る

縞
會
は
會
員
総
数
の
二
十
分
の
一
以

上
出
席
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い

第
二
十
二
條
　
通
常
絶
含
で
は
含
務
の

報
告
を
す
る
以
外
に
左
の
事
項
を
議

す
る

一
、
枚
支
豫
算
及
び
決
算

二
、
會
長
、
理
事
、
監
事
の
撲
暴

三
．
絶
會
及
び
定
款
で
総
會
の
檀
限

と
決
め
ら
れ
た
事
項

円
、
そ
の
他
役
員
織
會
が
必
要
と
認

め
た
事
項

第
二
十
三
條
　
絶
會
の
議
事
は
出
席
者

の
過
牛
数
で
決
定
す
る

可
否
同
数
の
場
合
は
議
長
の
裁
決
に

ょ
つ
て
決
定
す
る

豫
め
書
面
表
決
に
よ
る
こ
と
を
得
る

旨
定
め
て
適
告
し
た
場
合
は
書
面
表

決
を
す
る
こ
と
が
出
来
る

本
會
の
定
款
の
菱
更
に
は
総
會
の
決

議
で
會
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の

同
意
及
び
主
務
官
臨
の
認
可
を
必
要

と
す
る

第
五
章
　
資
産
及
び
會
計

第
二
十
四
條
　
本
會
の
資
産
は
基
本
財

産
、
含
費
、
寄
附
金
及
び
そ
の
他
の

牧
人
で
組
織
す
る

本
會
の
経
費
は
基
本
財
産
か
ら
生
ず

る
牧
入
、
會
費
、
寄
附
金
及
び
そ
の

他
の
牧
入
を
以
で
あ
て
る

本
會
の
基
本
財
産
は
役
員
絶
會
の
決

議
を
組
な
け
れ
ば
虎
分
す
る
こ
と
が

出
来
な
い

第
二
十
五
條
　
本
會
の
會
計
年
度
は

毎
年
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
二
月

二
十
一
日
に
経
る

附
　
則

第
二
十
六
脩
　
本
含
の
會
務
執
行
に
開

す
る
細
則
は
役
員
絶
會
の
議
を
経
て

別
に
定
め
る


